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１．適正な学校規模の基本的な考え方 
 

⑴ 国の基準 
 

学校規模は学級数や児童生徒数などによって表すことができますが、学校教育法施行規

則では、小・中学校ともに「１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし､地域の実態

その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。」と規定しています。 

また、１学級の児童生徒数の上限を「４０人（小学校１年生は３５人）」（公立義務教

育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条）としています。 
 

ただし、２つの学年で編制する学級（複式学級）の場合は、小学校で「１６人」（１年

生児童を含む場合は８人）、中学校で「８人」を標準としています。 
 

なお、平成２７年の文部科学省手引においては、「法令上標準が定められている学級数

に加え、１学級当たりの児童生徒数や学校全体の児童生徒数、それらの将来推計などの観

点も合わせて総合的な検討を行うことが求められる。」と掲載しています。 
 

これに合わせて、適正規模の条件として、小学校の通学距離を概ね４㎞以内、中学校を

概ね６㎞以内（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条）とし

ています。 

 

 

  

◆国の基準 

○ 小学校の標準学級数：１２学級～１８学級（１学年２学級～３学級） 

○ 中学校の標準学級数：１２学級～１８学級（１学年４学級～６学級） 

○ １学級あたりの標準人数 

小学校１年生～２年生：３５人以下 

小学校２年生～６年生：４０人以下 

中学校１年生～３年生：４０人以下 
 

※複式学級（小学校）：１６人（１年生児童を含む場合は８人） 

※複式学級（中学校）： ８人 

 

○ 通学距離 小学校：おおむね４㎞以内 中学校：おおむね６㎞以内 
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※参考※平成 27年文部科学省策定「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」 

 

【望ましい学級数の考え方】 

○ 小学校では、まず複式学級を解消するためには少なくとも１学年１学級以上（６学級以上）

であることが必要となります。また、全学年でクラス替えを可能としたり、学習活動の特質

に応じて学級を超えた集団を編成したり、同学年に複数教員を配置するためには１学年２学

級以上（１２学級以上）あることが望ましいものと考えられます。 

 

○ 中学校についても、全学年でクラス替えを可能としたり、学級を超えた集団編成を可能と

したり、同学年に複数教員を配置するためには、少なくとも１学年２学級以上（６学級以上）

が必要となります。また、免許外指導をなくしたり、全ての授業で教科担任による学習指導

を行ったりするためには、少なくとも９学級以上を確保することが望ましいものと考えられ

ます。 

 

 

【学校規模の標準（12～18学級）を下回る場合の対応の目安と伊東市の現状】 

 

小学校 中学校 対応の内容 

１～５ 

学級 
 

１～２ 

学級 
 

課題が極めて大きく、学校統合等の

適否を速やかに検討 

６ 

学級 

東小・川奈小・

富戸小・池小 

３ 

学級 

 

 

課題があり、学校統合等の適否を速

やかに検討 

７～８ 

学級 

旭小 

(7学級) 

４～５ 

学級 
 

課題を整理し、学校統合等の適否も

含め今後の教育環境のあり方を検討 

９～11 

学級 
 

６～８ 

学級 

北中(6学級) 

宇佐美中(7学級) 

課題を整理し、今後の教育環境のあ

り方を検討 

 
９～11 

学級 

対島中(10学級） 

門野中(11学級） 

課題が生じているか確認し、今後の

教育環境のあり方を検討 

注）学級数は平成 28年 5月 1日時点の数。ただし、特別支援学級は除く。 
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⑵ 静岡県の指針 
 

静岡県内の学校の小規模化や複式学級の増加が進行する中、静岡県教育委員会は、少人

数教育の推進や児童生徒一人一人のニーズに応じた指導の充実に取り組む県独自の３５人

学級編制を実施しています。 
 

「静岡式３５人学級編制（※）」では、２学級以上、かつ１学級の平均人数が３５人を

超える場合には、１学級３５人以下の学級を編制することができ、２５人を下限に実情に

応じて４０人学級も可能な弾力的な措置を講じています。 

 

 

 

 

【４０人編制】  【（※）静岡式３５人編制】 
 

(１組) 

36人 

 (２組) 

36人 

 (３組) 

36人 
 

 

 

 

(１組) 

27人 

 (２組) 

27人 

 (３組) 

27人 

 (４組) 

27人 
 

【児童生徒数108人、教員数3人】  【児童生徒数108人、教員数4人】 

 

少人数教育とは、現行の４０人編制を弾力的にとらえ、人数の上限を３５人や３０人などに

することをいいます。個々の特性に応じたきめ細かな教育を行い、学力の向上や生活指導の充

実を図るもので、平成１３年度の国の学級編制基準の緩和を受け、多くの都道府県が導入して

います。 

 

 

実例：平成 28年度の対島中と門野中の１年生（次ページ参照） 

   対島中１年生 １０４人 ３学級 （１学級当たり３４．７人） 

   門野中１年生 １０６人 ４学級 （１学級当たり２６．５人） 

 

国基準の４０人学級では両方とも３学級になる（４０×２より多く、４０×３より少ない）

が、静岡式３５人編成により門野中は３学級だと３５．３人で３５人を超えるため、４学級

となる。 

 

  

◆静岡式３５人学級編制（平成２２年策定） 

○１学級あたりの標準人数 

小学校１年生～２年生        ：３５人以下 

小学校３年生～６年生及び中学校全学年：７５人未満の場合は４０人以下 

７５人以上の場合は２５人以上３５人以下 

※７５人以上＝（２５人+２５人+２５人）以上 

静岡県の事業 
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○平成２８年度の児童生徒数と学級数 
 

※（   ）は学級数 

学校名 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

東 小 35 (1) 35 (1) 30 (1) 38 (1) 35 (1) 39 (1) 212 ( 6) 

西 小 42 (2) 50 (2) 51 (2) 53 (2) 57 (2) 45 (2) 298 (12) 

川 奈 小 3 (1) 9 (1) 6 (1) 10 (1) 8 (1) 12 (1) 48 ( 6) 

大 池 小 68 (2) 65 (2) 90 (3) 73 (2) 84 (3) 73 (2) 453 (14) 

宇 佐 美 小 57 (2) 58 (2) 71 (2) 63 (2) 53 (2) 84 (3) 386 (13) 

八 幡 野 小 62 (2) 50 (2) 64 (2) 46 (2) 56 (2) 71 (2) 349 (12) 

富 戸 小 23 (1) 19 (1) 20 (1) 24 (1) 22 (1) 23 (1) 131 ( 6) 

池 小 6 (1) 13 (1) 7 (1) 9 (1) 10 (1) 12 (1) 57 ( 6) 

南 小 100 (4) 110 (3) 102 (4) 114 (4) 108 (4) 129 (4) 663 (22) 

旭 小 28 (1) 30 (1) 38 (1) 40 (1) 37 (1) 42 (2) 215 ( 7) 

小学校計 424 (16) 439 (17) 479 (17) 470 (17) 470 (18) 530 (19) 2,812 (104) 

南 中 185 (6) 222 (7) 194 (6)    601 (19) 

北 中 49 (2) 58 (2) 53 (2)    160 ( 6) 

宇 佐 美 中 63 (2) 72 (3) 45 (2)    180 ( 7) 

対 島 中 104 (3) 91 (3) 116 (4)    311 (10) 

門 野 中 106 (4) 100 (3) 128 (4)    334 (11) 

中学校計 507 (17) 543 (18) 536 (18)    1,586 (53) 

       4,398(157) 

 

※ 平成28年5月1日の学校基本調査。ただし、特別支援学級を除く。 

 

※ 網掛けは、クラス替えができない１学年１学級の単学級を表しています。 
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２．学校統合の検討を行うに当たって留意すべき点に関する基本的な事柄 

（公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引より） 

 

【基本的な考え方】 

○ 学校は児童生徒の教育のために設置されている施設であり、学校統合の適否の検討に当た

っては児童生徒の教育条件の改善の視点を中心に据えるべきですが、地域住民から見た学校

は、地域社会の将来を担う人材を育てる中核的な場所であるとともに、防災、保育、地域の

交流の場など様々な機能を有している場合も多く、学校づくりがまちづくりと密接に関わる

場合も多いところです。 

 

○ もとより、子供に求められる資質や能力は、多様な人々と関わり、様々な経験を重ねてい

く中で育まれるものであり、学校のみで育成できるものではありません。加えて、近年の社

会の変化に伴い、多様化・複雑化するニーズに学校の教職員や教育行政の力だけで対応して

いくことは困難となっており、学校がその目的を達成するためには、保護者・地域住民等の

支えが必要となっています。 

 

○ こうした中にあって「地域とともにある学校づくり」が求められていることを踏まえれば、

学校統合の適否を検討する上では、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将来

の受益者である就学前の子供の保護者の声を重視しつつ、地域住民や地域の学校支援組織と

教育上の課題やまちづくりも含めた将来ビジョンを共有し、十分な理解や協力を得ながら進

めていくことが大切になってきます。 

 

【課題の可視化と共有】 

○ 一般論として、地域住民は日常的な学校教育活動を目にする機会が少ないため、小規模校

の教育上の課題を実感することや、学校規模の適正化による教育条件の改善をイメージする

ことが困難であることも考えられます。 

 

○ 各市町村においては、２章も参考としつつ、標準規模やより標準に近い規模の学校と比べ

た場合の具体的制約、現状と統合後を比べた場合の教育活動の可能性について、学校全体の

児童生徒数や学年単学級の場合の学級規模などの観点も加味しながら、具体的なデータや資

料に基づいた十分な情報提供を行うことが必要です。 

 

○ その際、例えば、様々な全国調査やアンケートの結果を分かりやすい形に整理して用いたり、

小規模校の活動と適正規模校の活動を比較するため、教育委員会の担当者や学校関係者が地

域住民と共に学校訪問を行って議論を深めたりするなどの工夫も考えられます。 

  



6 

 

３．近隣他市の事例 
 

⑴ 伊豆市の事例 
 

平成 20年 8月  教育振興審議会に「小・中学校の適正規模と適正配置」を諮問 

平成 21年 1月  審議会が「学校再編成を語る会」を開催するなどし、市民の意見を

参考に取りまとめ、答申 

平成 21年 3月  この答申を踏まえて、教育委員会が「伊豆市学校再編計画」を作成 

 

伊豆市学校再編計画 
 
・平成21年度より各編成地区に、順次新小学校開設準備委員会を設置し、通学手段や

校地、学校名・校歌などを検討する。 

・小学校の再編計画 

小学校の再編計画は、12校を4校に再編する。 

①修善寺地区 

平成 25 年 4 月を目途に、修善寺小・熊坂小・修善寺東小・修善寺南小の 4 校を

１校に再編成 

②土肥地区 

平成 22年 4月に、土肥南小と土肥小の 2校を１校に再編成 

③天城湯ヶ島地区 

平成 24年 4月を目途に、湯ヶ島小・月ヶ瀬小・狩野小の 3校を 1校に再編成 

④中伊豆地区 

平成 23年 4月を目途に、大見小・大東小・八岳小の 3校を 1校に再編成 

・中学校の再編計画 

平成 28年 4月を目途に、修善寺中・土肥中・天城中・中伊豆中の 4校を再編成 

 

（進捗状況） 

・平成 22 年度  土肥小と土肥南小を再編成し、新たに土肥小学校を開校 

・平成 23 年度  大見小、大東小及び八岳小を再編成し、新たに中伊豆小学校を開校 

・平成 25 年度  湯ヶ島小、月ヶ瀬小及び狩野小を再編成し、新たに天城小学校を開校 

 

・平成 26年 2月 「第２次伊豆市学校再編計画」を策定 

・平成 27年 2月 「第２次伊豆市学校再編計画」を改訂 

当初の再編計画で示した修善寺地区の小学校４校の再編成と市内中学

校４校の再編成が課題 

⑴ 土肥中学校は土肥小学校との小中一貫校に再編成。平成30年４月の開校

を目途。土肥地区の小中一貫校への再編成を中学校３校の再編成に先行 

⑵ 修善寺中学校、天城中学校及び中伊豆中学校の３校を１校に再編成 

平成30年４月を目途とし、最長でも平成32年４月までに再編成します。 

⑶ 修善寺地区小学校４校の再編成の時期は、中学校３校の再編成後とする。 
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第２次伊豆市学校再編計画より引用 

 

上段： 生徒総数 の推移 
下段： 学級数 の推移 

 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

修善寺 

中学校 

392 393 350 353 353 344 304 284 279 

13 13 11 11 11 11 10 9 9 

天城 

中学校 

141 146 132 119 120 124 134 138 136 

5 6 6 5 5 5 6 6 6 

中伊豆 

中学校 

188 183 185 173 165 142 118 116 115 

6 6 6 6 6 5 4 4 4 

土肥 

中学校 

79 68 61 63 59 52 45 56 49 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 26 年度 27 年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

土肥小学校 108 115 101 92 89 86 

土肥中学校 79 68 61 63 59 52 

 187 183 162 155 148 138 

 

 

 

 

⑵ 沼津市の事例（静浦小中一貫校） 

 

  平成１５年度   「静浦中学校校舎移転並びに小学校統廃合協議会」設立 

            静浦小と静浦東小で複式学級の発生が懸念され、また、静浦中が山

の中腹に位置し、通学路の落石やがけ崩れなどの安全対策が課題 
 

            静浦地区の自治会・ＰＴＡから小中一貫校設置の要望書 
 

平成１９年 ６月  要望を受け「静浦地区小中一貫校検討委員会」設置 
 

平成１９年１１月  静浦地区小中一貫校に関する提言書 
 

平成２０年１２月 「静浦地区小中一貫校推進委員会」設置 

            学識経験者、静浦地区連合自治会、静浦小中ＰＴＡ、保護者代表、

小中学校長などで構成。年３～５回開催し、小学校の先行統合、通学

路などの課題への対応策や教育課程などを協議 
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平成２２年 ４月  静浦小・静浦東小・静浦西小を統合 
 

平成２２年 ８月  静浦中を旧静浦西小へ移転 
 

平成２４年度    推進委員会に３つの作業部会を設置 

①校名等作業部会：校名・校歌・校章 

②制服作業部会：制服の導入・デザインの決定方法 

③地域交流作業部会：学校の地域貢献・ボランティア 
 

平成２６年４月   静浦小中一貫学校が開校 

 

（小中一貫校の特化した取組） 

・校長が１人 

・９年間を初志部（１～４年）・立志部（５～７年）・大志部（８～９年）で編成 

・小学校に相当する学年から教科担任制を導入（教員は小中兼務） 

・小学校に相当する学年から定期テストを実施 

・修学旅行は９年生のみ（３泊４日で遠方へ） 

・学校図書館を中心とする学習環境 

 

 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

静浦小学校 65 53 

243 219 208 192 
281 

静浦東小学校 67 60 

静浦西小学校 152 148 

静浦中学校 154 159 144 161 137 144 

 438 420 387 380 345 336 281 
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４．伊東市における適正規模の検証において検討すべき事項 

 

学校の適正配置は、個々の学校の児童生徒数や学級数の推移、地域との関わり、アンケ

ート結果等を参考に、学区の見直しを含めてその方針を定めていくことになります。その

ためには、下表の適正規模に関する検討を行い、その方針を今後の適正配置の審議に反映

させていくことが必要です。 

適正規模・適正配置に関するアンケートについては、今回の検討委員会で素案の審議を

行った後に実施し、次回の検討委員会でその結果を報告します。したがって、今回の検討

委員会では、児童生徒数と学級数の将来推計から見た大まかな考え方について意見交換を

行い、次回の検討委員会においてアンケート結果を加味した形で適正規模の統一方針を出

していくこととします。 

 

◆伊東市における適正規模の検討事項 

○ 小学校の標準学級数 

○ 中学校の標準学級数 

○ 小学校の１学級あたりの標準人数 

○ 中学校の１学級あたりの標準人数 

○ 複式学級・小中一貫校の取扱い 

○ 以上５項目を裏付ける検討委員会としての基本的な考え方 

 

 
５．アンケート調査（案） 
 

１．調査の目的： 

学校の規模に関し、どのような課題があり、また、適正な学校規模の基本的考え方、

適正な学校規模確保に向けた取り組みについて、当事者である市民や学校関係者の声

を聞き、今後における学校統合等の適否の検討の参考とする。 

 

２．調査対象： 

①小学校３年生・６年生の保護者（約１，０００人） 

②中学校３年生の保護者（約６００人）         合計１，９００人 

③小中学校の教職員（約３００人） 

④小学校６年生の児童・中学校３年生の生徒（約１，０００人）  

 

３．実施方法： 

 学校の協力の下、教職員・児童生徒の調査を実施するとともに、担任を通じて各家庭に

配布し、回収する。 

 

４．回収時期：平成２８年９月上旬（予定） 
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学校の適正規模・適正配置に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 

（案） 

 

伊東市立学校・園適正規模及び配置検討委員会 

 

皆様には日ごろから本市教育行政に格別のご理解・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、本市では将来を担う子どもたちに、より良い教育環境を確保し、児童生徒の教育環境

の維持向上を図ることを目的として、伊東市立学校・園適正規模及び配置検討委員会という組

織を立ち上げ、今後の小中学校の適正規模について検討を進めております。 

この調査は、小中学校の適正規模・適正配置についての基礎資料とするため、皆様のご協力

をお願いするものであります。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、各学校の状況を反

映いただき、この調査の趣旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

平成 28 年●月  

 

 

 

今、伊東市では少子化の影響により児童・生徒数は減少傾向にあり、ピーク時と比較すると

下表のとおり小中学校全体でおよそ６千人も減っています。 
上段：人  数（ 人 ） 

下段：学級数（学級） 

  小  学  校 

学校名 東 西 川奈 大池 
宇佐
美 

八幡
野 

富戸 池 南 旭 合計 

現在   
（Ｈ27） 

221
（7） 

324
（15） 

51  
（6） 

474
（15） 

408
（15） 

360
（12） 

131    
（6） 

65     
（6） 

680
（23） 

217
（8） 

2,931
（113） 

35 年前   
（Ｓ55） 

1,091
（29） 

1,227
（32） 

198      
（6） 

574
（15） 

1,391
（36） 

428
（12） 

301
（11） 

98  
（6） 

1,151
（31） 

897
（23） 

7,356
（201） 

              中  学  校   小中学校合計 

学校名 南 北 
宇佐
美 

対島 門野 合計   
現在   
(Ｈ27) 

４，６２０  
（１７１） 

現在   
（Ｈ27） 

657
（24） 

172    
（6） 

185   
（6） 

312    
（11） 

363
（11） 

1,689
（58）   

35年前   
(Ｓ55) 

１０，６０６  
（２８４） 

35 年前   
（Ｓ55） 

1,343
（34） 

975
（24） 

559
（15） 

373
（10） 

－ 
3,250
（83）   差引 

△５，９８６  
（△１１３） 

この状況を踏まえて，以下の質問にお答えください
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１．回答される方について 
   

問１ あなたの性別に〇をつけてください。 
    

１）男   ２）女 
   

問２ あなたの年齢に〇をつけてください。 
 

１）２０歳～２９歳   ３）４０歳～４９歳   ５）６０歳～６９歳 

２）３０歳～３９歳   ４）５０歳～５９歳   ６）７０歳以上 
   

問３ あなたは、伊東市に暮らして何年ですか。 
 

１）５年未満  ２）５～１０年未満  ３）１０～２０年未満  ４）２０年以上 
   

問４ お子さんが通っている小学校に○をつけてください。 
 

１）東小学校   ４）大池小学校   ７）富戸小学校  10）旭小学校 

２）西小学校   ５）宇佐美小学校  ８）池小学校 

３）川奈小学校  ６）八幡野小学校  ９）南小学校      
             

問５ お子さんの学年に〇をつけてください。 
 

１）３年生   ２）６年生 

 

 

２．通学について 
 

問６  お子さんの通学はどのような方法で通っていますか。次の中から１つ選んでください。 
 

１）徒歩              ３）保護者による送迎 

２）公共交通機関（路線バスなど）  ４）その他（              ） 
   

問７ 問６で「１）徒歩」を選択した方に伺います。お子さんの通学時間は徒歩でどの程度かか

っていますか。次の中から１つ選んでください。 
 

１) １５分以内    ３) ４５分以内    ５）６０分以上 

２）３０分以内    ４）６０分以内 
   

問８  小学生の通学方法として、望ましいと思うものは何ですか。次の中から１つ選んでください。 
 

１）徒歩   ３）スクールバス          ５）保護者による送迎 

２）自転車  ４）公共交通機関（路線バスなど）  ６）その他（          ） 

 

問９ 問８で「１）徒歩」を選択した方に伺います。小学生の通学時間は、徒歩の場合どの程度

までが望ましいと思われますか。次の中から１つ選んでください。 
 

１) １５分以内    ３) ４５分以内    ５）その他（             ） 

２）３０分以内    ４）６０分以内 
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３．学校の規模について 
 

問 10 小学校の学級数は、法令によると「１学年あたり２～３学級」が標準となっていますが、

お子さんにとってどの程度が望ましいと思われますか。次の中から１つ選んでください。 
 

 １）１学年あたり１学級      ３）１学年あたり４学級以上 

２）１学年あたり２～３学級    ４）その他（                        ） 

 

問 11  小学校の児童数は、法令によると「１学級あたり４０人以下」が標準となっていますが、

お子さんにとってどの程度が望ましいと思われますか。次の中から１つ選んでください。 
 

１）１学級あたり１０人以下    ５）１学級あたり３１～３５人 

２）１学級あたり１１～２０人   ６）１学級あたり３６～４０人 

３）１学級あたり２１～２５人   ７）その他（                        ） 

４）１学級あたり２６～３０人 

 

問 12 児童数の減少に伴って、学級数の少ない小学校が増えた場合、次のどれに期待しますか。

次の中から１つ選んでください。 
 

１）児童数や学級数について学校間で差が生じても、現在の学校数のままでよい。 

２）学校を統合し、適正な児童数を確保する。 

３）通学区域を見直して、適正な児童数を確保する。通学区域を見直しても適正な児童数を

確保できない場合は、学校を統合する。 

４）通学区域を見直して、適正な児童数を確保する。通学区域を見直しても適正 

な児童数を確保できない場合であっても、学校の統合は行わない。 

５）その他（                                      ） 

                                  

問 13 問 12で「２」または「３」を選択した方に伺います。 

学校を統合した場合、小学校と中学校で行われている教育の過程を調整し、一貫性を持た

せた体系的な学校制度である「小中一貫校」になる可能性について、どのように考えますか。

次の中から１つ選んでください。 
 

１）賛成 

２）どちらかというと賛成 

３）どちらでも良い 

４）どちらかというと反対 

５）反対 

 

 問 14 問 13で「１」～「５」を選んだ理由をご記入ください。 
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問 15 少子化により複数の学年（例 1・2年生合同、3・4年生合同）で授業をする複式学級にな

る可能性について、どのように考えますか。次の中から１つ選んでください。 
 

１）異なる学年が１つの学級となり、児童が相互に学び合うため、自主性が身につく。 

２）年齢に関係なく友達ができる。 

３）競争意識を持たせることができない。 

４）複式学級ではなく、適正規模の教育が子どもにとって良いので、対策を考えてほしい。 

５）複式学級にはせず、教育効果を考えると学校統合もやむを得ない。 

６）その他（                                      ） 

  

問 16 小規模校のメリットについて、当てはまるものを１つ選んでください。 

    ※小規模校とは、国の基準では学校全体で６～１１学級の学校のことを指します。 
 

１）全員で団結や協力しながら、力を伸ばしやすい環境である。 

２）競争意識が生まれやすい環境である。 

３）指導面において、きめ細かな指導や多様な学習形態で授業を展開できる。 

４）多くの行事により、子どもを育てることができる。 

５）ゆとりや安心感など、家庭的な雰囲気の中で勉強ができる。 

６）その他具体的にあればご記入ください。 

  

 
 

問 17 小規模校のデメリットについて、当てはまるものを１つ選んでください。 
 

１）競争意識が薄くなりやすい。 

２）友達関係がいつも同じで、友人間に序列ができる。 

３）集団活動・行事に支障がある。 

４）コミュニケーション能力が育ちにくい。 

５）ＰＴＡ活動等について、保護者への負担が多い。 

６）その他具体的にあればご記入ください。 

  

                                                             

 

問 18 大規模校のメリットについて、当てはまるものを１つ選んでください。 

※大規模校とは、国の基準では学校全体で１９学級以上の学校のことを指します。 
    

１）全員で団結や協力しながら、力を伸ばしやすい環境である。 

２）競争意識が生まれやすい環境である。 

３）人間関係の幅が広がる。 

４）多様な学習形態で授業を展開できる。 

５）多くの行事により、子どもを育てることができる。 
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６）その他具体的にあればご記入ください。 

  

                                                                     

 

問 19 大規模校のデメリットについて、当てはまるものを１つ選んでください。 
 

１）児童・生徒への細かい指導が行き届きにくく、問題が生じた場合、教師が気付かないこ

とも生じてしまう。 

２）競争意識が薄くなりやすい。 

３）地域や保護者や友達との関係が希薄になりやすい。 

４）一人ひとりの活躍の場が少ない。 

５）集団活動・行事に支障が出やすい。 

６）コミュニケーション能力が育ちにくい。 

７）その他具体的にあればご記入ください。 

  

 

 

４．全体意見 

 問 20 その他にご意見・ご要望がありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 
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学校の規模に関するアンケート 

 

アンケート調査にご協力ください。 

わからない語句などがあった場合は、担任の先生に聞いてアンケートに答えてください。 

 

＜記入上の注意＞ 

１ 氏名を記入していただく必要はありません。 

２ 回答は、特に指定がなければ、１問につき一つだけ番号に○を記入してください。 

 

問１ あなたの性別 

１）男  ２）女 

 

問２ 学校名 

（          ）小学校 又は （          ）中学校 

 

問３ 自宅から学校までおよそ何分くらいで通えますか。 

１) １５分以内    ３) ４５分以内    ５）その他（             ） 

２）３０分以内    ４）６０分以内 
 

問４ あなたのクラスの子ども（児童・生徒）の人数についてどう感じますか。 

１) とても多い   ３) ちょうどよい  ５）とても少ない 

２）多い   ４）少ない     ６）その他（             ） 

 

問５ 子ども（児童・生徒）の人数が多い学校の「いいな」と感じる点はありますか。 

（あてはまる番号に全て○をつけてください） 

１）周りの子と力を合わせて勉強や運動がしやすい 

２）友達がたくさんできる 

３）いろんな先生と接することが出来る 

４）たくさんの子といろんな活動ができる 

５）特になし 

６）他に「いいな」と思うことがあれば書いてください。 
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問６ 子ども（児童・生徒）の人数が多い学校の「よくないな」と感じる点はあります

か。（あてはまる番号に全て○をつけてください） 
 

１）先生と話す機会が少ない 

２）何か問題があった時に、先生に気づかれにくい 

３）友達や先生とのつながりが少ない 

４）一人ひとりの活躍の場が少ない 

５）特になし 

６）他に「よくないな」と思うことがあれば書いてください。 

 

 

 

 

 

問７ 子ども（児童・生徒）の人数が少ない学校の「いいな」と感じる点はありますか。 

（あてはまる番号に全て○をつけてください） 

 

１）先生が勉強や部活を細かく指導してくれる 

２）下級生の子たちと接する時、やさしさや思いやりの気持ちを持てる 

３）クラスや学年全員で協力しやすい 

４）一人ひとりの活動の場が増える 

５）ゆとりや安心感など、家庭的な雰囲気の中で勉強ができる 

６）特になし 

７）他に「いいな」と思うことがあれば書いてください。 

 

 

 

 

 

問８ 子ども（児童・生徒）の人数が少ない学校の「よくないな」と感じる点はありま

すか。（あてはまる番号に全て○をつけてください） 

 

１）友達がいつも同じで、別の友達を作ることができない 

２）周りの子と力を合わせて勉強や運動しにくい 

３）いろんな考えに触れる機会が少ない 

４）特になし 

５）他に「よくないな」と思うことがあれば書いてください 

 

 

 


